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1

令和４年度概算要求の内容（テレワーク関連）等について

【資料6】



 テレワーク導入企業の割合

テレワークの推進
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• ICT（情報通信技術）を活用し、時間と

場所を有効に活用できる柔軟な働き方。

• 働く方の性別や年齢、居住する場所等に

かかわらず、様々な方の多様な生活スタ

イルに応じた働き方を可能とする。

 テレワーク とは「tele＝離れたと

ころで」と「work＝働く」 をあ

わせた造語

テレワークとは 政府目標と現状

① 自宅で仕事を行う在宅勤務

② 出張時の移動中などに公共交通機関内やカ

フェ等で仕事を行うモバイル勤務

③ 共同のワークスペースなどを利用して仕事

を行うサテライトオフィス勤務

の3形態に分類

就業場所による分類

就労形態による分類

 企業等に雇用されている雇用型テレワーク

と、個人事業主のような形態の自営型テレ

ワークに分類

世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和元年６月14日閣議
決定）で政府目標を提示

政府目標①→目標達成

令和２年までに
テレワーク導入企業を平成24年度比で3倍

平成24年度

11.5％

令和２年
（実績）

47.5％  制度等に基づく雇用型

テレワーカーの割合

政府目標②→目標達成

令和２年までに
テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合
を平成28年度比で倍増

平成28年度 令和２年
（目標値）

7.7％

令和２年
（実績）

19.7％

(平成28年
度の倍)

15.4％

出典：総務省「通信利用動向調査」 出典：国土交通省「テレワーク人口実態調査」

関係府省による連携

• テレワークは総務省、厚生労働省、国土交通省、経済産業省の四省で連携して推進を図っている。
• 平成28年度より、4省副大臣による関係府省連絡会議を開催、連携の強化を図っている。

経 済 産 業 省

産業政策
テレワークに係る
産業振興

国 土 交 通 省

国土交通政策
都市部への人口・
機能の過度の集中
による弊害の解消
と地域活性化等

厚 生 労 働 省

労働政策
適正な労働条件下
における良質な
テレワークの普及
促進

総務省（幹事省）

情報通信政策
テレワーク推進に
資する高度情報通
信基盤の整備及び
利活用促進

令和２年
（目標年）

(平成24年
度の3倍)

34.5％



 適正な労務管理下における良質なテレワークの導入・定着促進のため、テレワークガイドラインに沿った取組を企業に促すた

めのワンストップ相談事業や、テレワークを新規に導入する中小企業事業主への助成等の事業を実施。

令和４年度 雇用型テレワークの導入・定着促進のための施策概要

１．雇用型テレワークガイドライン等の周知

テレワークガイドラインの周知広報

テレワークを適切に導入及び実施する当たり留意すべき点や

望ましい取組について周知・啓発を実施。

テレワークモデル就業規則の作成

テレワークガイドラインに則したモデル就業規則を作成し、
各種セミナー等を通じて周知を行う。

２．企業等への相談対応

テレワーク・ワンストップ・サポート事業（仮称）の実施

• テレワーク相談センター（全国センター、地域センター）を設置し、企業等へのテレワークの導入に関する相談対応やコンサル
ティングを実施。

• 都道府県労働局、働き方改革推進支援センター、地方自治体及び商工会議所等と連携し、地域の相談ニーズに対応。

• 労務管理上やセキュリティ上の留意点の解説や、企業の導入事例を紹介する全国セミナーを開催。

• 先進企業等に対し、表彰「輝くテレワーク賞」「テレワーク先駆者百選」を行うとともに、その取組を企業向けのシンポジウム
等を通じて幅広く周知。

国家戦略特別区域における導入支援

国家戦略特別区域内に相談窓口を設けるなどして、自治体と 連携した各種支援をワンストップで実施。

３．テレワーク導入費用の助成による支援

人材確保等支援助成金（テレワークコース）

良質なテレワークを新規導入し、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し、
テレワーク用通信機器の導入等に係る経費を助成。
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テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインの周知
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 多様な働き方と企業の成長を実現する良質なテレワークを一層推進するため、これまでの厚生労働省のテレワーク関連事業（「テ

レワーク相談センター事業」及び「適正なテレワークの導入・定着促進事業」）と総務省のテレワーク関連事業（「テレワークマ

ネージャー相談事業」及び「テレワーク・サポートネットワーク事業」）を統合し、再編・整理した上で、テレワークを導入しよ

うとする企業等に対しワンストップでの総合的な支援を行う。

① 相談対応
テレワークの導入・実施時の労務管理上や情報通信技術

（ICT）に関する課題について、窓口のほか、電話や電子

メールによりアドバイス

② コンサルティングの実施
専門的知識を有するテレワークマネージャーが、企業等か

らの要望に応じ、具体的な導入支援を行うコンサルティング

を実施

③ セミナーの開催
中小企業や地方企業への普及促進のための全国セミナーの

開催、周知ツールの作成と周知（テレワーク活用の事例集を

作成し、周知）

④ 総合ポータルサイトによる情報発信
厚生労働省と総務省が運営するテレワーク関連のウェブサ

イトを整理・統合し、新たな総合ポータルサイトを設置。利

用者目線に立ったサイトを運営

※ 令和３年度から、働き方改革推進支援センターと連携し、個別相談等の
共同実施、専門家への研修を行うことで地域のテレワークに関する相談
ニーズに対応

事業内容
 テレワークを導入しようとする企業等に対しワンストップで
の総合的な相談支援を行う拠点として、テレワーク相談セン
ター（全国センター及び地域センター）を設置し、両セン
ターが一体的に支援を実施。 支

援

企業

適正な労務管理下に

おけるテレワークの実施

・
相
談
対
応
（
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、
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メ
ー
ル
）

・
コ
ン
サ
ル
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タ
ル
サ
イ
ト
で
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供

等

・都道府県労働局
・都道府県働き方改革
推進支援センター

・自治体
・商工会議所
・社労士会 等

地域センター

全国センター

テレワーク・ワンストップ・サポート事業

• 相談対応
• テレワークマネージャーによるコンサル
ティングの実施

• 全国セミナーの開催
• ポータルサイトの運営 など

• 相談対応
• 地域セミナーの開催
• 自治体、商工会議所、社労士会等
の支援

• 自治体の支援施策の情報収集 など

テレワーク・ワンストップ・サポート事業（仮称）

連
携
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（参考）テレワーク相談センターの相談件数



人材確保等支援助成金（テレワークコース）の概要
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 新型コロナウイルス感染症対策として、これまでにない規模でテレワークが実施されているが、ポストコロナにおいては、適正な労務管理下における
良質なテレワークの導入・定着が必要。

 このため、良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し
助成金を支給し、支援を行う。

助
成
額

生産性要件を満たした場合は＜＞の割合を支給

取組・支給の流れ

下表のテレワーク実績基準を満たした事業主に支給

テ レ ワ ー ク 実 績 基 準 助 成 率 、 上 限

 評価期間（３か月）に１回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は

 評価期間（３か月）に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を１回以上とする

助成率30％
※100万円又は対象労働者数×20
万円のいずれか低い額が上限

助成対象となる取組
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率
等
が
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○就業規則等の作成・変更

○外部専門家によるコンサルティング

○テレワーク用通信機器の導入

○労務管理担当者に対する研修

○労働者に対する研修

機器等導入助成

下表の離職率およびテレワーク実績基準の全てを満たした事業主に支給

離職率目標、テレワーク実績基準 助成率、上限

 評価期間後１年間の離職率が、計画提出前１年間の離職率以下

 評価期間後１年間の離職率が30％以下

 評価期間初日から１年を経過した日からの３か月間に、１回以上テレワークを実施した労働者

数が、評価期間初日から１年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点にお

ける事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上

助成率20％ 〈35%〉
※100万円又は対象労働者数×20
万円のいずれか低い額が上限

目標達成助成

B社 テレワーク実施

A社 テレワーク実施

認定後６か月間

 認定を受けたテレワーク実施計画書に基づき、
テレワーク用通信機器の導入、労務管理担当
者等に対する研修等の取組を実施

 就業規則等に、テレワークに関する制度を規定
することが必要

評価期間（連続３か月）
※事業主が任意に設定


